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漢

時

代

の

市

を

め

ぐ

－っ

て

越

智

重

明

は
し
が
き

本
稿
は
、
第
一
に
漢
時
代
の
市
の
う
ち
旧
来
そ
の
所
在
地
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
長
安
九
市
と
東
市
西
市
と
の
所
在
に
つ
い
て
考
察

し
、
第
二
に
市
と
結
び
つ
い
て
商
行
為
を
し
て
い
る
人
々
の
実
態
と
、
交
易
の
場
と
し
て
の
市
の
性
格
と
を
追
求
し
、
第
三
に
域
外
の
市

が
唐
代
の
草
市
の
迄
か
な
源
流
を
な
す
べ
き
を
推
定
す
る
。

な
お
、
第
一
の
点
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
長
安
城
の
規
模
な
ど
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
専
業

商
人
や
一
部
農
民
の
商
行
為
に
よ
る
利
益
に
か
け
る
税
の
性
格
・
内
容
な
ど
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
不
十

（

1
）
 

分
な
が
ら
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
る
の
で
本
稿
で
は
再
論
し
な
い
。

第
一
節

長
安
城
の
規
模

漢
の
長
安
城
の
規
模
（
大
き
さ
と
外
形
）
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
、
現
存
の
基
本
史
料
は
つ
ぎ
の
五
つ
で
あ
る
。

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一O
一二



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一O
四

長
安
城
、
方
六
十
里
。
経
緯
各
十
五
里
。
（
現
行
漢
旧
儀
。
以
下
、

ωと
い
う
。
）

（
長
安
）
城
方
六
十
三
里
。
経
緯
各
十
二
里
。
（
史
記
巻
九
呂
后
紀
索
隠
所
引
漢
旧
儀
。
以
下
、
聞
と
い
う
。
）

長
安
城
、
方
亦
（
六
の
誤
り
）
十
三
里
。
経
緯
各
十
五
里
。
十
二
城
門
。
九
百
七
十
三
頃
。
城
中
皆
属
長
安
。
（
後
漢
書
巻
一

O

九
郡
国
志
一
所
引
漠
旧
儀
。
以
下
、
問
と
い
う
。
）

H
 

同国

長
安
城
中
、
経
緯
各
長
三
十
二
里
十
八
歩
。
地
九
百
七
十
二
頃
（
玉
海
は
二
を
三
に
作
る
）
。

九
市
十
六
橋
。
地
皆
黒
壊
。
今
赤
如
火
、

漢
旧
儀
。
以
下
、
凶
と
い
う
。
）

堅
如
石
。

父
老
伝
云
、

八
街
九
陪
三
宮
九
府
三
廟
十
二
門

尽
撃
龍
首
山
土
為
域
。
（
下
略
）
（
一
ニ
輔
黄
図
巻
一
漢
長
安
故
城
所
引

同同

ハ
板
？
）

上
閤
九
尺
。
堆
高
三
坂
。
周
回
六
十
五
里
。
城
南
為
南
斗
形
。

北
為
北
斗
形
。

（
長
安
城
、
）
高
三
丈
五
尺
、
下
閤
一
丈
五
尺
。

（
三
輔
黄
図
漢
長
安
故
城
所
引
。
以
下
、
聞
と
い
う
。
）
至
今
人
呼
漢
京
城
為
斗
城
、
是
也
。

た
て
よ
E

さ
て
、

ωの
場
合
、
経
緯
の
合
計
が
六
十
里
と
な
る
。
乙
れ
は
そ
乙
に
「
方
六
十
里
」
と
あ
る
の
と
一
致
す
る
。
つ
ぎ
に
問
、
凶
の
場

合
九
百
七
十
三
頃
と
い
う
長
安
城
の
面
積
は
合
致
す
る
。
（
乙
の
際
、
「
三
」
が
「
一
こ
に
な
っ
て
い
る
の
は
捨
象
す
る
。
）
ま
た
、
聞
に

十
二
城
門
と
あ
る
の
は
凶
の
十
二
門
と
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
聞
は
「
方
亦
（
六
の
誤
り
）
十
三
里
経
緯
各
十
五
里
」
で

あ
り
．
凶
は
「
経
緯
各
長
三
十
二
里
十
八
歩
」
で
あ
る
。
思
う
に
凶
の
十
八
歩
と
い
っ
た
数
字
は
そ
れ
が
正
確
さ
を
も
つ
べ
き
を
示
唆
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
各
辺
を
そ
れ
ぞ
れ
三
十
二
里
十
八
歩
と
い
っ
た
際
、
そ
の
面
積
は
庖
大
と
な
っ
て
と
う
て
い
九
百
七
十
三
頃
程

度
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
乙
の
経
緯
に
つ
い
て
は
別
の
理
解
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
か
つ
て
と
り
あ
げ
た

と
と
が
あ
る
。
楠
訂
し
た
い
と
と
ろ
も
あ
る
が
紙
数
の
都
合
で
す
べ
て
省
略
し
、
ハ
円
三
輔
賞
図
巻
二
長
安
九
市
に
、

廟
記
云
、
長
安
市
有
九
。
各
方
二
百
六
十
六
歩
。

と
あ
る
。
と
の
「
方
二
百
六
十
六
歩
」
に
も
、
さ
き
の
仙
の
「
方
六
十
里
」
の
場
合
の
よ
う
な
、
方
を
四
周
の
距
離
の
合
計
と
す
る
計
算

そ
う
す
る
と
ζ

の
市
は
一
辺
の
長
さ
を
六
十
六
歩
と
す
る
方
形
の
市
と
な
る
と
と
、
及
び
、
口
凶

法
を
あ
て
は
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、



。

の
「
八
街
九
陥
三
宮
九
府
三
廟
十
二
円
九
市
十
六
橋
」
は
そ
れ
が
長
安
城
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
八
街
九
陪
は
自
ら
長
安

城
中
の
道
路
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
と
れ
は
正
方
形
め
長
安
城
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
玉
海
巻
一
六
地
理
京
輔
に
引
く
三
輔

旧
事
に
、

長
安
城
中
八
街
九
陪
閥
旦
一
百
六
十
。
室
居
櫛
比
、
門
巷
筒
直
。

と
あ
る
。
乙
れ
は
現
実
の
長
安
城
中
の
乙
と
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
長
安
城
中
に
八
街
九
陪
が
あ
る
と

と
は
、
少
く
と
も
そ
の
数
字
面
で
は
実
現
し
た
と
い
え
る
と
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

第
二
節
九
市
十
ニ
門

本
節
は
凶
に
見
え
る
九
市
と
十
二
門
と
を
と
り
あ
げ
る
。

三
輔
黄
図
巻
二
長
安
九
市
に
、各

方
二
百
六
十
六
歩
。

人廟
。（記

在三云突）、

門長
。安

爽市

議室
橋ノ目

大
道

六
市
在
道
西
。

市
在
道
束
。
凡
四
旦
（
こ
の
里
は
集
落
）
為
一
市
。
致
九
州
之

と
あ
る
。
と
と
に
、
突
門
と
横
橋
大
道
と
が
見
え
る
が
、
ま
ず
ζ

れ
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
長
安
城
に
は
城
壁
に
十
二

門
が
あ
っ
た
。
三
輔
黄
図
巻
一
都
城
十
二
円
を
見
る
と
、
長
安
城
に
は
、
東
壁
に
北
か
ら
宣
平
門
、
清
明
門
、
薪
城
門
が
あ
り
、
南
壁
に

束
か
ら
間
以
掻
門
、
安
門
、
西
安
門
が
あ
り
、
西
般
に
南
か
ら
’
草
城
門
、
臨
城
門
、
統
門
が
あ
り
、
北
躍
に
西
か
ら
梢
門
、

乙
の
合
計
十
二
円
が
い
わ
ゆ
る
十
二
円
で
あ
る
。

厨
城
門
、

と
ζ

ろ
で
、
都
城
十
二
門
に
は
横
門
に
つ
い
て
、
「
門
外
有
橋
。
日
横

乙
の
横
橋
は
蓋
し
さ
き
の
横
橋
大
道
の
橋
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

洛

城
門
が
あ
る
。

橋
。
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
突
門
が
横
門
な
る
べ
き
が
推

定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
水
経
注
巻
一
九
清
水
の
条
に
は
、

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一O
五



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一O
六

（
西
出
南
頭
）
第
三
門
、
本
名
西
城
門
。
亦
日
薬
門
。
：
：
：
文
日
光
門
。
亦
日
突
円
。

と
あ
っ
て
、
突
門
と
は
羅
門
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
方
に
ま
た
、

北
出
西
頭
第
一
門
、
本
名
横
門
。
：
：
：
如
淳
目
、
（
横
）
音
光
。
故
目
、

横
門
外
。
按
漢
書
、
徐
属
軍
子
此
、
備
旬
奴
。

光
円
。

其
外
郭
有
都
門
。
有
線
円
。
：
：
：
如
淳
日
、
練
門
在

そ
れ
に
よ
っ
て
横
門
が
光
門
と
も
よ
ば
れ
る
と
す
れ
ば
、

る
。
佐
藤
武
敏
氏
は
さ
き
の
光
門
の
下
に
あ
る
突
門
は
本
来
横
門
を
指
す
光
門
の
下
に
移
し
て
解
す
べ
き
で
な
い
か
、
と
し
て
お
ら
れ
る

（

3
）
 

が
従
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
楊
守
敬
は
右
の
「
有
都
門
」
と
あ
る
の
が
太
平
御
覧
に
引
く
と
こ
ろ
に
な
い
の
を
指
摘
し
、
蓋
し
桁
で
あ

と
あ
る
。
横
の
音
が
光
で
、

さ
き
の

「
又
日
光
門
」

は
街
と
い
う
と
と
に
な

と
れ
亦
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
九
市
は
横
門
H
突
門
の
外
に
あ
る
横
門
大
道
の
東
に
三
つ
、
西
に
六
つ
あ
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
で
、
後
引
の
文
選
の
二
賦
か
ら
そ
れ
ら
が
郭
門
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
九
市
は
城
門
外
、
郭
門
内
の
地
に

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
前
節
で
引
用
し
た
凶
で
は
そ
れ
が
長
安
城
中
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
少
く
と
も
そ
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
凶

ろ
う
、
と
し
て
い
る
が
、

の
0

フ
ラ
ン
は
改
変
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
太
平
御
覧
巻
一
八
二
居
処
部
十
円
上
に
、
「
風
俗
通
日
、
問
、
域
外
郭
内
里
門
也
。
」
と
あ
る
。
乙
れ
は
城
門
外
・
郭
門
内
に
里

が
あ
っ
た
乙
と
を
察
せ
し
め
る
。
九
市
は
乙
う
し
た
城
門
外
・
郭
門
内
の
市
と
い
う
と
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
長
安
城
と
そ
の
郭
、
郭
門
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
い
う
と
、
城
に
は
狭
義
の
も
の
と
広
義
の
も
の
と

あ
り
、
広
義
の
場
合
は
城
の
四
周
に
あ
る
郭
を
含
む
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
郭
門
は
郭
が
外
部
と
接
す
る
と
と
ろ
に
あ
る
円
で
あ
る
。

長
安
城
の
郭
門
に
つ
い
て
は
、
三
輔
黄
図
都
城
十
二
門
に
、

長
安
城
東
出
北
頭
第
一
門
日
宣
平
円
。
民
間
所
謂
東
都
門
。
其
郭
門
亦
日
東
都
。

と
あ
っ
て
宣
平
門
に
郭
門
が
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
長
安
志
巻
五
京
城
章
に
、



東
出
北
頭
三
門
。
第
一
門
名
目
宣
平
問
。
外
郭
門
日
東
都
問
。
第
二
門
名
日
清
明
門
。
外
郭
門
日
東
平
門
。
第
三
門
名
目
覇
城
門
。
外

郭
門
日
青
門
。
亦
日
青
城
門
。

と
あ
る
。
と
れ
は
清
明
門
と
覇
城
門
と
に
も
郭
門
の
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
と
と
ろ
で
、
都
城
十
ニ
門
に
、
ま
た
、

長
安
城
東
出
南
頭
第
一
門
日
覇
城
門
。
民
見
門
色
青
、
日
青
城
門
、
或
日
青
問
。

と
あ
る
が
、
宣
平
門
H
東
都
門
の
郭
門
を
東
都
門
と
称
し
、
覇
城
門
H
青
城
門
H
青
門
の
郭
門
を
青
城
門
ま
た
は
青
門
と
称
し
た
と
と

は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
城
門
と
郭
門
と
が
相
接
し
て
造
ら
れ
て
い
た
た
め
、
両
者
に
別
の
名
が
附
せ
ら
れ
な
か
っ

ハ
4
）

た
と
乙
ろ
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
都
城
十
二
門
に
、

長
安
城
南
出
東
頭
第
一
門
日
覆
丞
門
。

と
あ
り
、

（

7

7
〉

一
号
杜
門
。
廟
記
目
、
覆
益
門
与
洛
門
、
相
去
十
三
里
一
十
歩
。

長
安
城
北
出
東
頭
一
門
日
洛
城
門
。

ハ
7

7
）

と
あ
る
。
右
は
南
北
の
東
頭
第
一
門
閣
の
距
離
が
十
三
里
一
十
歩
で
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
域
内
と
い
う
際
、
そ
れ
に
郭
門

を
含
む
場
合
が
あ
る
乙
と
、
さ
ら
に
い
う
と
、
城
郭
と
い
う
際
、
そ
乙
に
（
狭
義
の
）
城
の
外
で
郭
の
内
を
指
す
乙
と
の
あ
る
の
を
察
せ

し
め
る
。
と
と
ろ
で
、
後
漢
書
巻
八

O
上
社
篤
伝
の
李
賢
注
に
、
東
都
城
門
を
「
長
安
外
城
門
。
東
面
北
頭
第
一
門
也
。
」
と
し
、
後
漢

書
巻
八
三
逢
萌
伝
の
李
賢
注
に
、
「
漢
名
殿
名
、
東
都
門
、
今
名
青
門
也
。
前
書
音
義
日
、
長
安
東
郭
、
城
北
頭
第
一
円
。
」
と
あ
る
。
乙

れ
は
さ
き
に
郭
門
の
東
都
門
と
し
た
も
の
を
、
前
者
は
外
城
門
（
広
義
の
城
門
）
と
し
、
後
者
は
郭
門
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
〈
「
今

名
青
門
也
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
省
略
。
）

ち
な
み
に
、
墨
子
備
城
門
第
五
十
二
に
、

大
城
、
：
：
：
郭
門
在
外
。
為
衡
。
以
両
木
当
門
。
撃
其
木
、
維
敷
上
操
。

と
あ
る
。
墨
子
間
詰
に
よ
る
と
、
乙
れ
は
大
城
で
は
外
に
郭
門
を
つ
く
る
。
そ
の
衡
（
か
ん
ぬ
き
）
は
ふ
た
つ
の
木
で
つ
く
る
が
、
そ
の

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一O七



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一O八

木
に
穴
を
あ
け
て
縄
を
つ
け
、
城
上
の
喋
（
ひ
め
が
き
）
に
つ
な
ぎ
と
め
る
、
と
い
う
と
と
を
示
し
て
い
る
。
蓋
し
正
解
で
あ
ろ
う
。

ζ

れ
は
郭
門
に
大
城
に
密
接
し
た
門
が
あ
る
、
と
す
る
場
合
の
も
の
で
あ
石
。

さ
て
、
文
選
巻
一
賦
甲
西
都
賦
、
班
孟
堅
に
、
長
安
に
つ
い
て円

お
お
い
な
り
》

凶
漢
之
西
都
在
羅
州
。
窪
田
長
安
。
：
：
：
建
金
城
之
万
雄
、
問
問
周
池
町
成
淵
。
披
三
係
之
広
路
、
立
十
二
之
通
門
。
内
則
街
衝
洞

達
。
闇
閤
且
千
。
九
市
開
場
、
貨
別
随
分
。
人
不
得
顧
。
車
不
得
旋
。
闘
城
溢
郭
、
努
流
百
塵
。
紅
塵
四
分
。
煙
雲
相
速
0

・

剛
若
乃
観
其
四
郊
、
浮
遊
近
県
、
則
南
望
杜
覇
、
北
眺
五
陵
、
名
都
対
郭
、
邑
居
相
承
。

と
あ
る
。
六
臣
注
に
、
「
字
林
目
、
間
、
里
門
也
。
閥
、
里
中
門
也
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
六
臣
注
に
、
「
銑
目
、
名
都
、
調
近
都
之
県
。

対
郭
、
与
京
都
相
対
。
故
云
邑
居
相
承
。
」
と
あ
る
が
、
と
の
郭
は
長
安
城
の
郭
の
と
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文
選
巻
二
賦
乙
西
京
賦
、

張
平
子
に
、
長
安
に
つ
い
て
、

円

わ

た

る

】

門

お

お

い

に

》

凶
徒
観
其
城
郭
之
制
、
則
努
開
三
門
、
参
塗
夷
庭
、
方
軌
十
二
、
街
街
相
経
。
：
：
：
爾
乃
廓
開
九
市
、
通
園
帯
闘
。
旗
亭
五
重
、
術
察

百
陸
。
周
制
大
資
、
今
也
惟
尉
。

と
あ
り
、
ま
た
、

倒
郊
旬
之
内
、
郷
巴
段
賑
、
五
都
貨
殖
、
既
遷
既
引
。
商
旅
聯
橋
、
隠
隠
展
展
。
冠
帯
交
錯
、
方
鞍
接
秒
。
封
畿
千
里
、
統
以
京
罪
。

郡
門
宮
館
、
百
四
十
五
。

と
あ
る
。
西
京
賦
は
西
都
賦
に
擬
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
六
臣
注
に
、
「
参
塗
夷
庭
」
は
、
「
綜
目
、
：
・
一
面
三
円
。
門
三
道
。
故
云
参

塗
。
塗
容
四
軌
。
故
方
十
二
軌
。
軌
、
車
轍
也
。
夷
、
平
地
。
庭
、
猶
正
也
。
善
日
、
方
言
、
九
軌
之
塗
、
凡
有
十
二
也
。
」
と
あ
る

が
、
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
綜
目
、
闇
、
市
営
也
。
関
、
中
隔
門
也
。
僅
豹
古
今
注
目
、
市
摘
日
閥
、
市
門
日
間
。
」
と
あ
る

が
、
聞
、
聞
は
何
れ
に
し
て
も
市
の
建
造
物
で
あ
る
。
ま
た
、
京
兆
予
が
封
畿
千
里
を
統
べ
る
と
あ
る
。
と
れ
は
も
ち
ろ
ん
誇
張
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
と
と
は
自
ら
京
兆
予
が
長
安
県
な
り
長
安
城
な
り
を
統
べ
忍
の
を
察
せ
し
め
る
。



い
ま
両
記
事
を
あ
わ
せ
て
見
ょ
う
。
凶
か
ら
長
安
城
の
城
郭
の
な
か
に
長
安
九
市
が
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
凶
と
あ
い
ま
っ
て

九
市
が
城
郭
内
に
あ
っ
た
の
を
自
ら
確
実
に
す
る
。
右
の
九
市
は
も
ち
ろ
ん
築
城
プ
ラ
ン
と
し
て
の
九
市
で
は
な
く
現
存
し
た
九
市
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
。
乙
の
際
、
聞
の
長
安
城
の
郭
内
に
九
市
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
左
氏
伝
荘
公
二
十
八
年
（
前
六
六
六
年
）
の
伝
に
、
楚
が
鄭
を
改
め
た
と
き
の
と
と
と
し
て
、

（
と
ず
）

衆
車
入
自
純
門
、
及
逢
市
。
県
内
不
発
。

と
あ
る
。
そ
の
杜
注
に
、

純
門
、
鄭
外
郭
門
也
。
達
、
市
郭
道
上
市
。
：
：
：
県
門
施
於
城
門
。

と
あ
る
。
乙
れ
に
従
う
と
、

つ
と
に
域
外
郭
内
に
市
が
あ
っ
た
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
節

西
市

本
節
は
西
市
の
位
置
を
と
り
あ
げ
る
が
、

そ
れ
は
九
市
の
位
置
と
関
連
し
て
見
る
べ
き
も
の
と
な
る
。

宇
都
宮
清
吉
氏
は
、
漢
の
長
安
城
に
は
九
市
と
し
て
東
市
、
西
市
、
直
市
、
柳
市
な
ど
が
あ
っ
た
。
東
市
、
西
市
は
域
内
に
あ
っ
た
と

（

5）
 

と
し
て
お
ら
れ
る
。
ま

思
わ
れ
る
が
、

柳
市
も
長
安
城
の
西
郊
の
細
柳
倉
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
、

〔

6
）

た
、
佐
藤
武
敏
氏
は
九
市
は
城
内
で
は
な
く
、
横
門
の
外
の
郭
に
聞
か
れ
て
い
た
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
古
賀
登
氏
は
、
わ
が
国

で
は
、
九
市
は
す
べ
て
横
門
の
外
、
横
橋
大
道
の
南
側
に
あ
り
、
東
市
・
西
市
は
、
杜
門
の
南
に
あ
り
、
直
市
は
西
の
郊
外
、
柳
市
は
西

郊
の
細
柳
倉
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
、
と
す
る
佐
藤
氏
の
説
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
が
、
九
市
の
う
ち
六
市
が
横
門
の
外
、
横
橋
大
道
の
南

ハ
7
〉

と
れ
が
西
市
で
あ
る
。
三
市
が
杜
門
の
南
、
杜
門
大
道
に
あ
り
、
こ
れ
が
東
市
で
あ
っ
た
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。

直
市
は
長
安
の
西
の
郊
外
に
あ
り
、

側
に
あ
り
、

さ
て
、
三
輔
黄
図
長
安
九
市
に
、

漠
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一O
九



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一一
O

(A) 

廟
記
云
長
安
市
有
九
。
各
方
二
百
六
十
六
歩
。

六
市
在
道
西
。
三
市
在
道
東
。
凡
四
里
為
一
市
。
致
九
州
之
人
。
在
丸
一
眼
－
護
側
一
橋
大
道
。
市
楼
皆
重
屋
。

又
日
旗
亭
楼
。
在
社
門
大
道
南
。

(B) (C) 

又
有
当
市
棲
。

(D) 

有
令
署
。
以
察
商
買
貨
財
買
責
貿
易
之
事
。

三
輔
都
尉
掌
之
。

（国

直
市
在
富
平
津
西
南
二
十
五
里
。
即
秦
文
公
造
。
物
無
二
価
。
故
以
直
市
為
名
。

張
衡
西
京
賦
云
、
〈
歌
野
九
市
、
通
闘
旗
亭
重
立
、
情
察
百
遂
。
是
也
。

又
案
郡
国
志
、
長
安
大
侠
万
子
夏
居
柳
市
。
司
馬
季
主
ト
於
東
布
。
晃
錯
朝
服
斬
於
東
市
。

西
市
在
瞳
泉
坊
。

と
あ
る
。

(F) (I) （同（ω乙

ζκ
三
輔
都
尉
が
出
て
い
る
が
、
三
輔
黄
図
巻
二
二
輔
沿
革
に
、

武
帝
太
初
元
年
（
前
一

O
四
年
）
改
（
右
）
内
史
為
京
兆
ヂ
。
輿
左
遷
瑚
右
扶
風
、
謂
之
三
輔
。
一
一
一
副
倶
在
長
安
古
城
中
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
様
態
は
王
葬
の
改
変
時
ま
で
続
い
て
い
る
。
と
う
し
た
三
輔
の
管
轄
範
囲
は
、
漢
書
巻
二
八
上
地
理
志
上
に
よ

る
と
、
平
帝
の
元
始
二
年
（
前
漢
末
）
に
お
い
て
、
京
兆
ヂ
の
場
合
、
長
安
以
下
十
二
県
で
、
大
体
長
安
以
束
、
清
水
本
流
が
黄
河
に
合

す
る
地
点
に
わ
た
る
滑
水
南
側
で
あ
る
。
左
官
拘
胡
の
場
合
、
高
陵
・
長
陵
等
二
十
四
県
を
含
む
地
域
で
、
大
体
清
水
の
北
側
、
戚
陽
及
び

浬
水
と
黄
河
と
の
聞
の
地
域
で
あ
る
。
右
扶
風
の
場
合
、
大
体
威
陽
及
び
淫
水
か
ら
西
、
陳
西
省
西
境
に
至
る
地
域
で
あ
る
。
ご
く
大
ま

か
に
い
う
と
、
京
兆
罪
の
場
合
、
長
安
県
を
含
ん
だ
東
部
、
左
滞
情
胡
の
場
合
、
北
部
、
右
扶
風
の
場
合
西
部
を
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
範
囲
と
す

る
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
大
勢
は
必
ら
ず
や
三
輔
が
お
か
れ
て
以
来
の
乙
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。



三
輔
都
尉
は
右
の
京
兆
罪
、
左
潟
朝
、
右
扶
風
に
そ
れ
ぞ
れ
お
か
れ
た
京
輔
、
左
輔
、
右
輔
の
三
都
尉
の
総
称
で
あ
る
。
い
ま
と
の
三

輔
都
尉
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
て
お
く
。
漢
書
巻
一
九
上
百
官
公
卿
表
上
に
、

中
尉
。
秦
官
。
掌
徴
循
京
師
。
有
両
丞
侯
司
馬
千
人
。
武
帝
太
初
元
年
（
前
一

O
四
年
）
更
名
執
金
吾
。
属
官
有
＝
：
：
：
γ
：
及
左
右
京

輔
都
尉
丞
兵
卒
、
皆
属
鷲
。

と
あ
り
、

（
武
帝
）
元
鼎
四
年
（
前
一
一
三
年
）
、
更
置
三
輔
都
尉
。
都
尉
丞
一
人
。

と
あ
り
、
三
輔
黄
図
三
輔
治
所
に
、

三
輔
者
、
調
主
爵
中
尉
及
左
右
内
史
。
漠
武
帝
改
日
京
兆
ヂ
左
祷
胡
右
扶
風
。
共
治
長
安
城
中
。
是
為
三
輔
。
三
輔
郡
皆
有
都
尉
、
如

諸
郡
。
京
輔
都
尉
治
華
陰
。
左
輔
都
尉
治
高
陵
。
右
輔
都
尉
治
廊
。

と
あ
る
。
京
輔
都
尉
の
治
し
て
い
る
華
陰
（
県
）
は
京
兆
ヂ
管
下
の
県
で
あ
り
、
左
輔
都
尉
の
治
し
て
い
る
高
陵
（
県
）
は
左
漏
朝
の
管

下
の
県
で
あ
り
、
右
輔
都
尉
の
治
し
て
い
る
廊
（
県
）
は
右
扶
風
の
管
下
の
県
で
あ
る
。
ま
た
、
後
漢
書
巻
一
一
八
百
官
志
五
州
郡
に
、

「
武
帝
又
置
三
輔
都
尉
各
一
人
、
識
出
入
。
」
と
あ
る
。
以
上
見
た
と
と
ろ
か
ら
、
京
兆
、
左
漏
吻
、
右
扶
風
に
そ
れ
ぞ
れ
京
輔
都
尉
、
左

輔
都
尉
、
右
輔
都
尉
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
京
兆
、
左
潟
朝
、
右
扶
風
の
治
安
維
持
に
任
じ
た
が
、
そ
れ
ら
の
総
称
は
三
輔
都
尉

で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
（
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
長
安
城
中
に
治
す
、
と
あ
る
際
の
治
は
、
そ
の
官
街
の
あ
る
と
こ
ろ
を
意
味
す
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
右
の
各
都
尉
の
管
轄
地
と
矛
盾
す
る
。
）

そ
う
し
た
点
か
ら
い
う
と
三
人
の
都
尉
が
長
安
城
、

京
師
の
地
を
分
割
し

て
治
め
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
漢
書
巻
七
六
張
敵
伝
に
、

京
兆
典
京
師
。
長
安
中
浩
穣
。
於
三
輔
尤
為
劇
。
郡
国
二
千
石
以
高
第
入
守
。
及
為
員
、
久
者
不
過
三
二
年
。
近
者
数
月
一
歳
、
紙
技

傷
失
名
。
以
罪
過
罷
。
唯
広
漠
及
敵
為
久
任
職
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
京
兆
ヂ
が
長
安
｜
｜
京
師
を
掌
っ
て
い
た
こ
と
と
、

そ
の
浩
穣
な
る
乙
と
が
三
輔
の
治
め
る
地
で
一
番
で
あ
っ
た
、
と

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

い
う
こ
と
を
自
ら
示
し
て
い
る
。
と
れ
は
裏
か
ら
い
う
と
三
輔
す
べ
て
が
長
安
l
l
l
京
師
の
治
安
維
持
に
任
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
と
い

う
と
と
に
な
る
。

な
お
、
研
究
者
の
な
か
に
は
、
三
輔
が
長
安
城
中
を
三
分
し
て
治
め
た
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
漢
書
巻
七
六
趣
広
漠
伝
に
、

（
京
兆
罪
組
）
広
漠
奏
請
、
令
長
安
辞
徽
獄
吏
秩
百
石
。
其
後
百
石
吏
皆
差
自
重
、
不
敢
柾
法
妄
繋
留
人
。
京
兆
政
清
、

吏
民
称
之
、

不
容
口
。

左
潟
胡
右
扶
風
、
皆
治
長
安
中
。

犯
法
者
従
迩
、
喜
過
京
兆
界
。

広
漢
歎

長
老
伝
以
為
自
漢
興
、
治
京
兆
者
、
莫
能
及
。

日
、
乱
吾
治
者
、
常
二
輔
也
。
誠
令
広
漠
得
兼
治
之
、
直
差
易
耳
。

と
あ
り
、
三
輔
黄
図
三
輔
治
所
に
、

三
輔
者
、
調
主
爵
中
尉
及
左
右
内
史
。
漢
武
帝
改
白
京
兆
ヂ
左
鴻
胡
右
扶
風
、
共
治
長
安
城
中
。

と
あ
る
の
を
あ
げ
、
ま
た
、
漢
旧
儀
に
長
安
東
市
の
獄
が
京
兆
晋
ノ
に
属
し
、
西
市
の
獄
が
左
官
抑
制
切
に
属
し
て
い
た
乙
と
を
問
題
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
さ
き
に
見
た
と
と
ろ
か
ら
、
京
兆
罪
だ
け
が
長
安
城
中
な
り
京
師
な
り
を
治
め
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

ゆ
き
巴
吉

右
扶
風
二
輔
の
境
内
で
法
を
犯
し
た
も
の
は
迩
を
縦
に
し
、

に
、
趨
広
漠
伝
の
｜
｜
の
部
分
は
、
「
左
鴻
朝
、

喜
ん
で
京
兆
安
治
下
の
地

を
過
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
そ
の
ま
え
に
左
鴻
朝
、

右
扶
風
に
つ
い
て
、
「
皆
治
長
安
中
」

と
あ
る
の
は
、
上
の
よ
う
な
意
味
で

二
輔
H
左
官
時
期
、
右
扶
風
の
地
を
問
題
と
す
る
に
あ
た
り
、

そ
れ
に
附
記
さ
れ
た
に
過
ぎ
ぬ
．
と
い
う
一
面
も
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
が
、
む
し
ろ
京
兆
ヂ
と
し
て
の
広
漢
が
京
都
に
あ
っ
て
左
鴻
吻
、
右
扶
風
の
二
輔
を
兼
任
し
た
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
と

さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
、

と
い
っ
た
ζ

と
を
述
べ
る
前
提
を
な
し
て
い
る
．

と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
れ
は
逆
か
ら
い
え
ば
、
京

兆
、
左
潟
朝
、
右
扶
風
の
三
長
官
は
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
区
域
が
き
ま
っ
て
い
て
、
他
に
そ
の
支
配
力
が
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
長
官
な
り
宮
街
な
り
が
「
治
」
す
る
と
あ
る
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
三
輔
黄
図
の
三
輔
沿
革
に
、

。ニ？）
其
輔
倶
在
長
安
古
城
中
。

と
あ
り
、
三
輔
治
所
に
、



と
あ
る
。

京
兆
在
故
城
南
向
冠
里
。
溺
胡
在
故
城
内
太
上
皇
廟
西
南
。
扶
風
在
タ
陰
街
地
。

こ
れ
ら
は
三
輔
が
と
も
に
長
安
城
中
に
あ
っ
た
ζ

と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し

「
治
長
安
城
中
」
と
あ
る
よ
う
な
際
の
治
は

（
天
子
や
）

長
官
が
い
て
そ
の
官
街
が
あ
る
と
こ
ろ
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
用
法
の
あ
る
の
は
改
め
て
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま

ぃ
。
要
す
る
に
、

そ
う
し
た
治
は
そ
の
治
所
が
直
ち
に
行
政
的
支
配
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
同
の
「
三
輔
都
尉
掌
之
」
は
総
称
と
し
て
の
三
輔
都
尉
が
「
之
」
を
掌
る
、
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
京
輔
都
尉
の
掌
る
長
安
九
市
の
ほ
か
に
、
他
の
都
尉
の
掌
る
市
が
あ
り
、
そ
れ
を
総
括
し
て
述
べ
た
と
し
て
も
何
ら
差
支
え
な
い
乙

と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
剛
、
同
は
廟
記
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
九
市
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
掲
載
記

事
だ
け
で
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
九
市
と
、
剛
、
附
な
ど
か
ら
な
る
市
は
刷
の
市
令
が
そ
れ
を
掌
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
位
に
あ

る
三
輔
都
尉
が
と
れ
を
掌
る
、
と
い
っ
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
（
た
だ
し
、
聞
が
も
し
西
市
に
入
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
布
令
で
な
く
市

長
が
掌
る
も
の
と
な
る
。
乙
の
点
は
つ
ぎ
に
述
べ
る
と
こ
ろ
に
明
か
で
あ
ろ
う
。
）

な
お
、
漢
書
百
官
公
卿
表
上
に
、
京
兆
否
ノ
の
属
官
と
し
て

属
官
有
長
安
市
厨
両
令
丞
。

と
あ
り
、
左
潟
胡
の
属
官
と
し
て
、

又
左
都
水
鉄
官
雲
塁
長
安
田
市
長
丞
皆
属
君
。

と
あ
る
。
（
右
扶
風
に
つ
い
て
は
市
の
令
長
は
見
え
な
い
。
）
乙
の
長
安
市
令
が
京
兆
予
の
支
配
地
に
あ
る
長
安
九
市
な
ど
を
掌
り
、
市
長

が
左
市
向
調
の
支
配
地
に
あ
る
四
市
を
掌
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
長
安
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
左
鴻
朝
の
長
官
は
長

安
城
中
に
治
所
（
役
所
）

が
あ
っ
て
も
長
安
城
を
支
配
し
て
い
な
い
。

県
）
と
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
さ
て
、
三
輔
黄
図
巻
五
太
学
に
、

漢
太
学
在
長
安
西
北
七
里
。
：
：
：
三
輔
旧
事
云
、
漢
太
学
中
有
市
有
獄
。 そ

れ
だ
け
に
こ
の
長
安
を
文
字
通
り
長
安
城

（
あ
る
い
は
長
安

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一一一一一



渓
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

二
四

と
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
市
に
は
獄
が
あ
る
。
こ
う
し
た
市
獄
を
所
管
す
る
地
方
長
官
は
当
然
市
の
所
管
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

乙
の
際
、
漢
旧
儀
に
長
安
東
市
の
獄
は
京
兆
ヂ
に
属
し
、
西
市
の
獄
は
左
漏
吻
に
属
し
た
と
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
長
安
西
市
が
左
祷
輔

の
長
官
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
と
に
留
意
す
る
と
、
右
の
「
長
安
田
市
」
は
長
安
西
市
の
誤
り
で
、
長
安
城
よ
り
も
（
北
方
で
か
つ
）
西

方
に
あ
る
左
鳴
輔
の
市
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
。
な
お
、
漢
書
巻
二
恵
帝
紀
六
年
（
前
一
五
一
年
）

六
月
の
条

lζ 、
起
長
安
四
布
。

と
あ
っ
て
、
長
安
田
市
が
恵
帝
の
六
年
に
設
け
ら
れ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
漢
書
巻
二
四
下
食
貨
志
下
に
、
王
葬
の
政
治
に
つ
い
て
、

（

マ

マ

）

（

怨

〉

遂
於
長
安
及
五
都
、
立
五
均
官
、
更
名
長
安
東
西
市
令
及
洛
陽
郡
都
臨
箇
宛
成
都
市
長
、
皆
為
五
均
司
市
称
師
。
東
市
称
京
、
西
市
称

畿
、
洛
陽
称
中
、
余
四
都
各
用
東
西
南
北
為
称
。

と
あ
る
。
右
の
長
安
東
西
市
は
洛
陽
な
ど
五
都
の
市
と
並
ぶ
市
で
あ
る
が
、
そ
の
長
安
の
東
市
が
京
、
西
市
が
畿
で
あ
る
と
い
う
際
、
そ

の
東
市
、
西
市
は
旧
来
の
称
呼
を
踏
襲
し
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
と
長
安
城
を
中
心
と
し
て
か
な
り
広
い
範
囲
に
お

そ
の
二
市
の
令
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
地
域
の
市
を
管
掌
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は

い
て
、
長
安
東
市
と
長
安
西
市
と
が
あ
り
、

左
潟
胡
の
長
官
の
支
配
す
る
（
も
と
も
と
長
安
の
市
よ
り
西
に
あ
る
と
い
う
意
味
に
出
た
）
西
市
と
、

そ
れ
よ
り
東
に
あ
る
（
も
と
ち
と

京
兆
罪
の
支
配
す
る
京
兆
の
市
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
（
左
鴻
胡
と
京
師
と
）

の
ち
長
安
西
市
に
対
す
る
も
の
と
し
て
）
長
安
東
市
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は

の
市
の
総
称
で
あ
っ
た
、
と
い
う
と
と
に
な
る
。
な
お
、
長
安
西
市
の
場
合
、
さ
き
に
長
が
い

そ
れ
は
市
の
発
展
に
と
も
な
う
も
の
と
な
ろ
う
。

な
お
、
前
漢
の
市
は
他
に
い
く
つ
も
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
若
干
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
ふ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
山
の
記
事
は
、
佐
藤

氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
唐
の
長
安
の
西
市
が
醒
泉
坊
の
す
ぐ
南
に
あ
っ
た
た
め
、
唐
の
西
市
の
っ
た
え
が
誤
っ
て
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ

た
が
の
ち
令
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、



ろ
う
。
（
漢
時
代
、
市
は
里
を
形
成
し
て
も
坊
を
形
成
す
る
乙
と
は
な
い
。
）

こ
こ
で
三
つ
の
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
そ
の
一
は
、
玉
海
巻
一
六
地
理
に
引
く
三
輔
賀
図
に
、

又
有
柳
市
東
市
西
市
。
有
当
市
模
。
有
令
舎
。
以
察
商
買
貿
易
。
三
輔
都
尉
掌
之
。

と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
と
に
柳
市
、
東
市
、
西
市
の
名
が
見
え
る
。
（
こ
の
「
令
企
こ
は
令
署
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
）

ζ

の
記

述
は
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
全
文
か
ら
み
て
、
三
輔
黄
図
長
安
九
市
の
原
文
を
大
き
く
省
略
し
、
か
つ
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ

れ
だ
け
に
、

と
れ
か
ら
漢
時
代
の
市
の
所
在
を
論
ず
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

そ
の
二
は
、
同
に
、
「
周
制
大
育
。
今
也
惟
尉
。
」
と
あ
り
、

乙
の
李
善
注
の
な
か
に
、
「
善
日
、

漢
宮
閥
疏
目
、

長
安
立
九
市
。
其
六

市
在
道
西
。
三
市
在
道
束
。
：
：
・
：
：
漢
書
目
、
京
兆
罪
、
長
安
田
市
皆
属
駕
。
与
左
潟
吻
右
扶
風
為
三
輔
。
然
市
有
長
丞
、
而
無
尉
。
査

通
呼
長
丞
為
尉
耳
。
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
李
善
は
「
漢
書
白
」
と
し
て
長
安
田
市
を
も
京
兆
予
に
属
し
た
と
し
て
い
る
が
、

乙
れ
は
、

さ
き
に
見
た
よ
う
に
左
溺
胡
に
属
し
た
長
安
西
市
と
す
べ
き
で
あ
る
。
恐
ら
く
李
善
は
「
長
安
」
の
文
字
に
引
き
づ
ら
れ
て
誤

り
を
犯
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
三
は
、
西
都
賦
の
な
か
に
、
「
漢
之
西
都
、
在
於
薙
州
、
窪
田
長
安
。
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
西
都
賦
の
つ
く
ら
れ
た

後
漢
時
代
、
都
は
洛
陽
で
あ
っ
て
長
安
で
は
な
い
。
従
っ
て
長
安
を
西
都
と
す
る
の
は
、

都
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
長
安
を
西
都
と
し
た
と
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
が
都
か
ら
み
て
西
に
あ
る
の
で
、
都
を
東

ま
た
、
文
選
巻
二
賦
乙
南
都
賦
、
張
平
子
の
南
都
賦
の
六
臣
注
に
、
「
執

虞
目
、
南
陽
郡
治
宛
。
在
京
之
南
。
故
日
南
都
。
」
と
あ
る
が
、
南
陽
を
南
都
と
す
る
の
は
、

後
漢
の
都
（
洛
陽
）
か
ら
見
て
南
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
よ
う
u

こ
う
し
た
こ
と
は
、
長
安
か
ら
西
に
あ
る
市
を
西
市
あ
る
い
は
長
安
西
市
と
い
っ
た
の
と
、
表
現
上
、
基

本
的
に
相
通
ず
る
と
こ
ろ
を
も
っ
理
解
で
は
な
か
ろ
う
か
。

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
一
五



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
一
六

第
四
節
市
と
商
人

漢
時
代
の
市
と
し
て
は
長
安
、
洛
陽
を
始
め
と
し
て
、
山
東
の
臨
泊
、
河
北
の
郡
部
、
四
川
の
成
都
な
ど
が
あ
る
。

ζ

う
し
た
市
の
実

（

叩

）

態
に
つ
い
て
は
す
で
に
吉
田
光
邦
氏
が
要
を
え
た
記
述
を
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
公
的
な
秩
序
と
は
別
に
遊
侠
に
よ
る
そ
れ
な
り
の

秩
序
が
あ
っ
た
と
と
、
市
に
あ
る
店
が
そ
の
権
利
を
売
買
で
き
た
ζ

と
、
市
で
飲
食
す
る
習
慣
が
生
れ
て
き
た
乙
と
、
第
一
次
産
業
の
生

産
品
で
あ
る
穀
物
、
野
菜
類
だ
け
で
な
く
、
第
二
次
的
な
加
工
品
、
手
工
業
製
品
が
多
種
多
様
に
市
場
に
出
廻
っ
て
い
た
こ
と
、
商
業
利

益
は
二
割
が
標
準
で
あ
っ
た
こ
と
、
市
に
は
卜
人
の
類
さ
え
も
い
た
ζ

と、

な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
節
は
右
の
よ
う
な
市
と
商
人
の

活
躍
に
つ
い
て
若
干
の
と
と
を
述
べ
る
。

あ
さ
ん
ど

第
一
に
、
商
業
を
営
む
人
々
の
出
身
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
商
人
を
本
業
と
す
る
も
の
に
は
市
籍
を

（

U
）
 

も
ち
市
の
な
か
に
店
舗
を
有
す
る
坐
商
と
そ
う
で
な
い
行
商
と
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
大
規
模
な
商
人
に
は
、
の
ち
に
も
ふ
れ
る
が
、
市

籍
を
も
ち
、
同
時
に
行
商
と
し
て
活
躍
す
る
も
の
も
当
然
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
と
ろ
で
、
呂
氏
春
秋
孟
夏
紀
第
四
尊
師
に
、

段
干
木
、
晋
国
大
組
也
。
学
於
子
夏
。

と
あ
る
。
後
漢
書
巻
六
八
郭
太
伝
の
李
賢
注
に
、
右
を
「
段
千
木
、
晋
国
之
阻
」
と
し
て
引
用
し
た
の
に
続
い
て
、

説
文
日
、
担
、
会
也
。
謂
両
家
之
買
売
、
如
今
之
度
市
也
。

と
あ
る
。
ま
た
、
漢
書
巻
九
一
貨
殖
伝
に

子
貸
千
貫
、
節
阻
伶

と
あ
る
が
、

そ
の
顔
師
古
注
に
、



信
者
、
会
合
ニ
家
、
交
易
者
也
。
阻
者
、
其
首
率
也
。

と
あ
る
が
、
組
倫
は
の
ち
の
牙
行
で
あ
る
。
な
お
、
清
国
行
政
法
第
一
編
第
五
章
第
四
節
商
業
に
、
「
牙
行
ハ
又
牙
人
、
牙
信
、

ノ
名
ア
リ
漢
以
来
存
在
セ
ル
一
種
ノ
営
業
ニ
シ
テ
現
朝
ニ
於
テ
ハ
主
ト
シ
テ
牙
行
ノ
稿
ヲ
用
ヰ
其
営
業
者
ヲ
呼
ヒ
テ
経
紀
ト
云
フ
：
：
：
蓋

阻
伶
等

シ
牙
行
本
来
ノ
業
務
ハ
売
主
ト
買
主
ト
ノ
間
ニ
立
チ
テ
互
ニ
之
ヲ
紹
介
シ
且
為
メ
ニ
物
貨
ノ
債
格
ヲ
佑
定
シ
其
多
寡
ニ
応
シ
テ
手
数
料
即

チ
牙
銭
ヲ
収
ム
ル
ニ
在
リ
」
と
あ
る
。
段
干
木
の
乙
ろ
す
で
に
阻
伶
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
今
後
検
討
す
べ
き
と
と
で
あ
る
が
、

漢
時
代
に
は
す
で
に
乙
う
し
た
商
業
ブ
ロ
ー
カ
ー
も
存
在
し
て
い
た
、
と
い
え
る
。
と
れ
は
一
応
広
義
の
行
商
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
管
子
軽
重
第
八
十
に
、

斉
之
北
沢
焼
、
火
光
照
堂
下
。
管
子
入
賀
桓
公
目
、
吾
田
野
昨
。
農
夫
必
有
百
倍
之
利
失
。
是
歳
租
税
、
九
月
而
具
、
粟
又
美
。
桓
公

召
管
子
市
間
目
、
此
何
故
也
。
管
子
対
日
、
万
乗
之
園
、
千
乗
之
園
、
不
能
無
薪
而
炊
、
今
北
沢
焼
、
英
之
続
。
則
是
農
夫
得
居
装
、

《
さ
る
】

而
売
其
薪
莞
、
一
束
十
倍
。
則
春
有
以
割
程
。
夏
有
以
決
芸
。
此
租
税
所
以
九
月
而
具
也
。

と
あ
る
。
と
れ
は
本
来
農
民
で
あ
り
な
が
ら
．
自
己
の
作
っ
た
農
産
物
よ
り
外
の
も
の
を
売
り
利
潤
を
え
る
も
の
が
い
た
の
を
示
し
て
い

る
。
漢
時
代
と
う
し
た
農
民
も
当
然
い
た
と
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
塩
鉄
論
通
有
第
三
に
、

大
夫
目
、
燕
之
涼
・
剤
、
組
之
郡
部
、
貌
之
温
・
削
柄
、
韓
之
祭
陽
、
斉
之
臨
諮
、
楚
之
宛
・
陳
、
鄭
之
陽
程
、
三
川
之
二
周
、
富
冠
海

内
。
皆
為
天
下
名
都
。
非
有
助
之
耕
其
野
市
田
其
地
者
也
。
居
五
諸
之
衡
、
跨
街
衝
之
路
也
。
故
物
豊
者
民
街
、
宅
近
市
者
家
富
。
富

在
術
数
、
不
在
第
身
。
利
在
勢
居
、
不
在
力
耕
也
。

と
あ
る
。

乙
れ
は
前
漢
の
大
市
の
近
く
の
民
で
、

そ
の
市
に
赴
い
て
商
業
を
営
み
、
以
て
財
を
え
る
も
の
の
多
か
っ
た
の
を
察
せ
し
め

る
。
乙
う
し
た
も
の
の
な
か
か
ら
純
然
た
る
商
人
も
出
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

大
市
、

な
お
、
周
礼
司
徒
司
市
に
、

日
周
而
市
。
百
姓
為
主
。
朝
市
朝
時
市
市
。
商
買
為
主
。
タ
市
タ
時
而
市
。
販
夫
販
婦
為
主
。

漢
時
一
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
一
七



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
一
八

と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
、

市
雑
莱
之
処
。
言
主
者
、
調
其
多
者
也
。
百
族
必
容
来
去
。
商
買
家
於
市
域
。
販
夫
販
婦
朝
資
タ
責
。
因
其
便
而
分
為
三
時
之
市
。
所

以
了
物
極
衆
。
郷
司
農
云
、
百
族
、
百
姓
也
。

と
あ
る
。
乙
れ
は
（
大
）
市
を
図
式
化
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
乙
に
百
姓
が
見
え
る
。
司
市
に
、

凡
市
偽
飾
之
禁
、
在
民
者
十
有
一
一
。
在
商
者
十
有
一
一
。
在
頁
者
十
有
一
一
。
在
工
者
十
有
二
。

と
あ
る
の
を
み
る
と
、
そ
の
百
姓
に
は
、
商
買
の
ほ
か
に
、
農
民
、
自
己
の
製
品
を
売
る
工
人
も
い
た
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
と
に
は
貧

し
い
小
商
人
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
れ
は
漢
時
代
の
実
情
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
た
市
の
構
成
員
の
大

ま
か
な
区
別
は
現
実
に
は
必
ず
し
も
右
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
商
人
が
三
市
す
べ
て
の
主
要
構
成
員
と
な
る
と
い
っ
た
と
と
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

右
の
ほ
か
に
奴
鮮
の
所
有
者
が
奴
熔
な
ど
を
商
業
に
従
事
さ
せ
利
益
を
え
た
と
と
も
あ
る
。
前
漠
中
期
ご
ろ
王
褒
が
著
し
た
債
約
が
あ

（

ロ

）

る
が
、
宇
都
宮
清
吉
氏
の
校
訂
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
と
、

舎
後
有
樹
。
当
裁
作
舟
。
上
到
揃
主
、
下
至
江
州
。
：
：
：
綿
亭
買
席
、
往
来
都
洛
、
当
為
婦
女
、
求
脂
沢
、
販
於
小
市
。
帰
都
搭
乗
、

転
出
努
陸
、
筆
犬
販
鶏
。
武
陽
買
茶
、
楊
氏
池
中
携
荷
。
：
：
：
往
来
市
来
、
慎
護
好
像
。
：
：
：
入
市
不
得
夷
障
芳
臥
、
悪
言
醜
罵
。

と
あ
る
。

ζ

の
「
都
洛
」
は
成
都
、
広
都
、
新
都
の
三
都
で
、
そ
の
三
都
と
洛
と
は
一
つ
の
道
路
上
に
あ
り
、
恐
ら
く
は
古
来
交
通
の
は

げ
し
い
、
都
市
連
絡
の
路
線
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
水
路
の
通
じ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
は
右
を
察
せ
し
め
る
。

右
は
奴
抽
併
を
商
業
に
従
事
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
単
独
で
商
行
為
を
さ
せ
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
も
の
の
商
行
為
に
あ
る
程
度
の
裁
量
の
幅

を
も
た
せ
た
ζ

と
を
示
し
て
い
る
。
奴
婦
が
市
に
お
い
て
商
売
を
す
る
と
い
う
と
と
は
、
漢
時
代
表
面
に
現
わ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、

官
吏
な
ど
奴
熔
を
も
つ
も
の
も
亦
奴
鮮
や
そ
の
傘
下
に
あ
る
小
農
民
な
ど
を
使
っ
て
市
で
商
売
を
し
た
と
と
を
察
せ
し
め
る
と
ζ

ろ
が
あ

ろ
う
。



ち
な
み
に
、
文
選
巻
四

O
弾
事
奏
弾
劉
整
一
首
、
任
彦
升
に
、
御
史
中
丞
任
肪
が
劉
整
を
奏
弾
し
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
。
そ
乙
に
劉

氏
が
奴
当
伯
を
広
州
に
や
っ
た
が
、
彼
が
年
を
経
て
広
州
か
ら
帰
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
乙
れ
は
六
朝
の
も
の
で
あ
る
が
、

乙

の
奴
当
伯
に
つ
い
て
も
本
人
の
裁
量
で
商
行
為
を
さ
せ
た
乙
と
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
、
市
の
規
模
・
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
右
の
偉
約
は
三
都
や
洛
（
い
ま
の
広
漠
）
の
場
合
の
よ
う
な
大
市
の
ほ
か
に
小
市
が

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

市
は
必
ず
し
も
都
会
で
な
く
て
も
必
要
の
あ
る
と
乙
ろ
に
自
ら
生
ず
る
。
例
え
ば
、
後
漢
書
巻
四
四
張
再
伝
に
、
下
邦
相
張
百
円
に
つ
い

て、
勧
率
吏
民
、
仮
与
種
糧
、
親
自
勉
封
。
遂
大
収
穀
実
。
那
郡
貧
者
帰
之
千
余
戸
。
室
庫
相
属
、
其
下
成
市
。

と
あ
る
。
そ
の
李
賢
注
に
、

と
あ
る
が
、

東
観
記
日
、
：
：
：
後
年
都
国
貧
人
来
帰
之
者
、
茅
屋
草
虚
千
戸
、
屠
酷
成
市
。

乙
こ
で
は
そ
の
必
要
に
応
じ
市
が
出
現
し
た
の
を
示
し
て
い
る
。
乙
の
市
は
蓋
し
小
規
模
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
隷
釈
巻
一
史

長
饗
孔
廟
後
碑
に
、
後
漢
時
代
の
こ
と
と
し
て
、

史
君
、
念
孔
漬
顔
母
井
去
市
遼
遠
、
百
姓
酷
買
、
不
能
得
香
酒
美
肉
、
於
昌
平
亭
下
、
立
会
市
。

と
あ
る
。
乙
れ
は
祭
把
の
呑
酒
美
肉
を
え
る
必
要
に
応
じ
、
河
南
相
史
震
が
市
の
ほ
か
に
会
市
を
立
て
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
市
と

い
わ
れ
る
も
の
は
常
設
で
あ
ろ
う
が
、
小
市
に
は
定
期
市
も
含
ま
れ
て
い
た
乙
と
で
あ
ろ
う
。

一
度
ふ
れ
る
。
）
小
市
の
一
つ
と
し
て
、
漢
書
巻
九
七
上
外
戚
孝
景
王
皇
后
伝
に
、

（
市
の
開
設
日
に
つ
い
て
は
あ
と
で
も
う

王
皇
后
が
微
賎
の
と
き
う
ん
だ
女
の
家
が
長
陵
小
市

に
在
っ
た
、
と
あ
る
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
右
に
屠
酷
が
出
て
い
る
が
、
当
時
の
食
生
活
面
か
ら
見
て
、
肉
や
酒
は
い
わ
ば
日
常
必
需
品
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
そ
う
し
た

と
と
を
中
心
に
市
が
出
現
し
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
洛
陽
伽
藍
記
巻
四
に
、
北
現
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

九



漠
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一ニ
O

出
西
陽
門
外
四
里
、
御
道
南
有
洛
陽
大
市
。
周
廻
八
里
。
：
：
：
市
東
有
通
商
遥
化
ニ
里
。
里
内
之
人
尽
皆
工
巧
屠
販
為
生
。
：
：
：
市
南

有
調
音
楽
律
二
里
。
：
：
：
市
西
有
退
酷
治
腸
二
里
。
里
内
之
人
多
酷
酒
為
業
。
：
：
：
市
北
慈
孝
奉
終
二
里
。
里
内
之
人
以
売
棺
櫛
為

業
、
賃
輔
為
事
O
i
－
－
－
別
有
阜
財
金
雄
二
里
在
鷲
。
凡
此
十
里
多
諸
工
商
貨
殖
之
民
。
比
屋
層
機
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
洛
陽
大
市
は
周
廻
八
里
（
ζ

の
里
は
長
さ
）
の
な
か
に
通
商
、
達
化
の
二
里
以
下
の
十
里
（
乙
の
里
は
集
落
）
を
含
ん
で

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
．
そ
と
に
は
屠
販
、
酷
酒
が
大
き
く
出
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
右
の
洛
陽
の
通
商
、
達
佑
の
二
里
の
住
民
劉
宝
に
つ
い
て
、

有
劉
宝
者
、
最
為
富
室
。
州
郡
都
会
之
処
、
皆
立
一
宅
、
各
養
馬
十
疋
。
至
於
塩
粟
貴
賎
市
価
高
下
、
所
在
一
例
。
舟
車
所
通
、
足
跡

所
履
、
英
不
商
販
湾
。
見
以
海
内
之
貨
戚
率
其
処
。
産
匹
銅
山
、
家
蔵
金
穴
、
宅
字
輸
制
、
棲
観
出
雲
、
車
馬
服
飾
擬
於
王
者
。

と
あ
る
。
劉
宝
の
商
人
と
し
て
の
性
格
は
蓋
し
洛
陽
大
市
の
坐
商
で
同
時
に
全
国
を
ま
た
に
か
け
た
行
商
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
大
規

模
の
商
人
が
こ
う
し
た
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
と
と
は
漢
時
代
（
前
漢
の
武
帝
の
商
人
抑
圧
時
を
除
く
）
に
つ
い
て
も
い
え
る
と
と
で
あ

ろ
う
。
塩
鉄
論
力
耕
第
二
に
、

大
夫
日
、
：
：
：
宛
、
周
、
斉
、
魯
、
商
偏
天
下
。
故
乃
商
買
之
富
、
或
累
万
金
、
追
利
乗
羨
之
所
致
也
。
（
下
略
）

と
あ
る
が
、

と
乙
に
見
え
る
宛
以
下
の
商
人
に
は
蓋
し
右
の
よ
う
な
二
面
性
を
も
つ
も
の
も
多
数
い
た
乙
と
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
国
語
斉

語
に
、
参
国
伍
都
の
と
き
の
管
子
の
言
葉
と
し
て
、

令
夫
商
翠
翠
而
州
処
、
察
其
四
時
、
而
監
其
郷
之
資
、
以
知
其
市
之
買
、
負
任
捨
荷
、
服
牛
相
馬
、
以
周
囲
方
、
以
其
所
有
、
易
其
所

無
、
市
賎
寵
貴
、
旦
莫
従
事
於
此
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
商
人
は
つ
と
に
車
を
利
用
し
て
い
た
と
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
史
記
巻
二
四
平
準
書
に
、
前
漢
の
武
帝
に
公
卿
が
上
言
し
た
も

の
を
の
せ
て
い
る
。
そ
と
に
、

商
買
人
輯
車
二
算
、
船
五
丈
以
上
一
算
。



と
あ
る
。
乙
れ
は
商
人
と
同
様
頁
人
も
亦
そ
の
店
舗
を
も
っ
市
を
出
て
各
地
に
物
資
の
買
い
つ
け
、

と
き
と
し
て
は
そ
の
途
中
で
の
商
売

を
し
た
の
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
太
平
御
覧
巻
五
三
四
学
校
に
引
く
三
輔
黄
図
に
、
長
安
城
外
の
太
学
の
市
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、

諸
生
朔
望
会
此
市
。
各
持
其
郡
所
出
貨
物
及
経
書
伝
記
笠
磐
楽
、
相
与
買
売
。
芭
畠
揖
譲
或
論
議
機
下
。

と
あ
る
が
、

乙
れ
は
市
に
お
い
て
（
品
物
の
種
類
に
も
よ
る
が
、
）
か
な
り
遠
隔
地
の
産
物
が
も
ち
込
み
売
ら
れ
る
こ
と
の
あ
っ
た
の
を

察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
前
政
時
代
の
邸
は
郡
国
及
び
蛮
夷
の
長
安
で
の
入
朝
寄
宿
の
所
で
あ
っ

こ
ま
、

み
れ

A
U

そ
こ
で
は
長
安
に
あ
る
郷
人
が
そ
の
邸
中
に
寄
食
す
る
乙
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、

お
そ
く
と
も
後
漢
末
に
は
市
の

庫
舎
は
邸
主
ロ
）
と
い
わ
れ
た
。
礼
記
王
制
第
五
に
、

古
者
：
：
：
市
、
麗
而
不
税
。

と
あ
り
、

そ
の
後
漢
末
の
鄭
玄
の
注
に
、

瞳
、
市
物
邸
舎
、
税
其
舎
、
不
税
其
物
。

と
あ
る
が
、
朝
宿
の
邸
は
宿
寄
を
事
と
す
る
だ
け
で
な
く
、

た
い
て
い
郡
国
の
貢
物
の
類
の
物
資
を
儲
蔵
し
、
そ
の
点
で
市
塵
と
似
た
と

（

M）
 

こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
右
の
よ
う
な
邸
舎
（
と
い
う
名
称
を
も
つ
も
の
）
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
波
書
巻
六
四
史
弼
伝
に
．

後
漢
の
後
期
、
史
弼
が
認
さ
れ
奔
市
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

（
説
）
劫
与
同
郡
人
、
売
郡
邸
、
行
賂
於
侠
覧
、
得
減
死
罪
一
等
、
論
輸
左
校
。

と
あ
る
。
乙
の
李
賢
注
花
、

郡
邸
、
若
今
之
寺
邸
也
。

と
あ
る
が
、
同
郡
の
人
と
相
談
し
て
売
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

乙
の
邸
は
郡
太
守
が
京
附
に
朝
し
た
と
き
宿
る
と
こ
ろ
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
同
郡
出
身
の
人
び
と
が
集
り
、

か
つ
郡
の
産
物
が
郡
の
商
人
個
人
や
郡
人
の
共
同
事
業
と
し
て
も
ち
込
み
儲
え
ら
れ
た
と
乙
ろ
で

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て
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あ
ろ
う
。
さ
き
の
三
輔
黄
図
に
市
に
郡
の
出
す
貨
物
を
も
ち
よ
る
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
が
市
の
邸
に
予
め
蓄
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
そ
と
で
は
、
逆
に
市
で
買
っ
た
も
の
が
邸
に
蓄
え
ら
れ
、
郷
里
の
郡
な
ど
で
売
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
生
じ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
）
こ
う
し
た
郡
邸
は
一
応
官
と
関
係
な
く
郡
人
の
財
力
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
維
持
さ
れ
、

そ
の
故
に
さ
き
の
よ
う
な
形
で

の
売
却
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
（
右
に
述
べ
た
と
と
と
関
連
す
る
）
市
の
存
在
す
る
位
置
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
々
が
多
く
集
ま
り
そ
れ
だ
け
に

物
資
の
流
通
が
は
げ
し
い
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
城
内
の
市
、
城
外
に
あ
る
け
れ
ど
も
城
内
の
人
々
と
結
び
つ
い
て
い
る
市
（
例
え
ば
太

学
市
）
は
そ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
太
平
御
覧
巻
八
二
七
資
産
部
七
市
に
、

漢
宮
殿
疏
目
、
交
門
市
一
日
韓
李
里
市
隅
親
交
道
亭
市
糊
一
服
細
柳
倉
市
鶴
一

と
あ
る
。
（
乙
の
李
里
市
は
長
安
城
郭
内
に
九
市
の
ほ
か
に
市
が
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
J

交
道
亭
市
は
蓋
し
交
通
の
要
地
に
設
け
ら

れ
た
市
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
周
礼
司
徒
遺
人
に
、

凡
国
野
之
道
、
十
里
有
躍
。
庫
有
飲
食
。
三
十
里
有
宿
。
宿
有
路
室
。
路
室
有
委
。
五
十
里
有
市
。
市
有
候
館
。
候
館
有
積
。

そ
の
鄭
注
に
、

庫
、
若
今
野
候
、
徒
有
房
也
。
宿
、
可
止
宿
。
若
今
亭
有
室
失
。
候
館
楼
、
可
以
観
望
者
也
。

と
あ
る
。
漢
の
規
定
で
は
十
里

ル』申の
h
J
、

一
市
之
問
、
有
三
庫
一
宿
。

（
こ
の
里
は
距
離
）

に
一
亭
で
あ
る
。
右
は
そ
の
点
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
が
、

晋
書
載
記
巻
一
三
特
堅
伝
に
、

そ
れ
に
し
て
も
市
が

交
通
上
の
要
地
に
設
け
ら
れ
た
の
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、

符
堅
の
国
の
こ
と
と
し

て
自
長
安
至
子
諸
州
、
皆
爽
路
樹
槌
柳
。
二
十
里
一
亭
。
四
十
里
一
駅
。
旅
行
者
、
取
給
於
途
、

工
商
貿
販
於
道
。

と
あ
る
。
乙
の
里
は
亭
と
亭
と
の
聞
及
び
駅
と
駅
と
の
聞
の
距
離
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
商
人
や
工
人
が
道
路
上
で
物
品
を
売
っ

〈

お

）

て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
漢
時
代
に
あ
っ
て
も
変
り
は
な
か
ろ
う
。
漢
時
代
行
政
上
の
亭
は
そ
の
管
下
に
里
を
も



ち
、
交
通
上
の
要
地
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
市
が
設
け
ら
れ
る
（
扶
風
頒
亭
の
会
市
、
昌
平
亭
の
会
市
）
。

さ
き
の
細
柳
倉
市
は
恐
ら
く
官
の
倉
庫
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
物
資
を
集
め
る
と
か
、
払
下
げ
を
受
け
る
と
か
に
関
連
し
た

ま
た
、

と
こ
ろ
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

軍
事
集
団
の
あ
る
と
と
ろ
に
は
（
徴
税
の
品
物
が
支
給
さ
れ
る
と
と
も
あ
ろ
う
が
、
）

そ

の

必
要
と
す
る
物
資
調
達
や
、
軍
兵
の
消
費
の
要
求
に
応
ず
る
た
め
軍
市
が
設
け
ら
れ
た
と
と
で
あ
ろ
う
。
と
乙
ろ
で
、
商
君
書
墾
令
第
二

l乙
令
軍
市
無
有
女
子
、
而
命
其
商
、
自
給
甲
兵
、
使
視
軍
興
。
又
使
軍
市
無
得
私
輸
糧
者
、

則
姦
謀
無
所
於
伏
。
盗
輸
糧
者
、
不
私
稽
、

軽
惰
之
民
、
不
瀞
軍
市
、
盗
粧
者
無
所
筈
、
送
粧
者
不
私
、
軽
惰
之
民
、
不
悦
軍
市
、
則
農
民
不
淫
。
国
粟
不
労
、
則
草
必
墾
失
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
経
済
的
な
意
味
か
ら
軍
と
結
び
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
市
、

つ
ま
り
軍
市
が
軍
事
面
で
大
き
く
機
能
し
た
と
と

を
裏
か
ら
察
せ
し
め
る
。
ま
た
、
戦
国
策
斉
下
問
王
下
花
、

戦
者
国
之
残
也
。
市
都
県
之
費
也
。
：
：
：
彼
戦
者
之
為
残
也
、
士
開
戦
、
則
輸
私
財
而
富
軍
市
。
：
：
：
通
都
小
県
、
置
社
有
市
之
邑
、

英
不
止
事
而
奉
玉
、
則
此
虚
中
之
計
也
。

と
あ
る
。

ζ

れ
は
戦
に
あ
た
り
、
軍
市
が
富
む
と
い
う
一
面
と
、
軍
市
を
含
む
市
が
結
局
被
害
者
と
な
る
と
い
う
一
面
と
を
示
し
て
い
る

が
、
そ
こ
に
市
の
支
配
者
と
市
と
の
不
可
避
的
な
一
体
性
が
存
在
す
る
と
さ
れ
よ
う
。
と
う
し
た
も
の
は
軍
市
に
お
い
て
と
く
に
強
く
現

（

日

）

わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
漢
時
代
に
も
軍
市
令
は
い
た
。
と
と
で
史
記
一

O
二
鴻
唐
伝
を
見
る
と
、
潟
唐
が
前
漢
の
文

帝
に
対
え
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
、

巨
大
夫
言
、
李
牧
為
組
将
居
辺
。
軍
士
之
租
、
皆
自
用
饗
士
。
賞
賜
決
於
外
、
不
従
中
擾
也
。
委
任
而
責
成
功
。
故
李
牧
乃
得
尽
其
知

能
。
（
下
略
）

と
あ
る
が
、
軍
将
が
そ
の
管
下
の
市
か
ら
と
っ
た
税
を
私
用
し
て
戦
士
を
饗
す
る
、
と
い
っ
た
乙
と
も
あ
っ
た
。
乙
れ
は
闘
外
の
こ
と
は

将
軍
自
ら
決
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
軍
市
に
つ
い
て
も
、
利
益
が
あ
り
、
需
要
が
あ
る
と
と
ろ
に

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一一一一一



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
二
四

商
人
が
集
ま
っ
て
市
が
生
じ
、

さ
ら
に
そ
と
に
そ
の
支
配
者
と
の
緊
密
な
関
係
も
生
ず
る
、
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
大
唐
六
典
巻
二
二
互
市
監
に
、

謀
説
己
降
、
縁
辺
部
園
、
皆
有
互
市
。
与
夷
秋
交
易
、
致
其
物
産
也
。
並
郡
県
主
之
。

と
あ
る
が
、
夷
秋
と
の
交
易
の
た
め
の
市
も
あ
っ
た
。
西
晋
末
東
晋
初
め
の
こ
う
し
た
市
と
し
て
は
、
晋
書
巻
六
二
粗
私
伝
に
、
東
晋
初

期
太
興
四
年
（
三
一
二
年
）
死
亡
し
た
鳩
主
租
遂
の
晩
年
の
こ
と
と
し
て
、

（
前
略
）
（
石
戦
）
因
与
品
込
書
、
求
交
市
。
滋
不
報
書
而
聴
互
市
。
収
利
十
倍
。
於
是
公
私
豊
謄
、
士
馬
日
滋
。

と
あ
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
乙
の
市
は
官
主
導
型
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
利
が
あ
る
と
と
ろ
に
商
人
が
集
っ
て
出
現
し
た
も
の
と

さ
れ
よ
う
。

第
四
に
、

そ
の
市
を
聞
く
日
時
で
あ
る
が
、
商
業
を
専
業
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
終
日
の
営
業
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
民
が

兼
業
と
し
て
品
物
を
売
買
す
る
よ
う
な
場
合
、
常
時
市
に
あ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
さ
て
、
前
引
の
周
礼
司
市
に
は
、
大
市
に
朝
市
、

日
中
の
市
、
夕
方
の
市
の
三
つ
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
純
然
た
る
（
郊
外
の
）
農
村
部
に
あ
っ
て
は
、
人
々
が
連
日
終
日
集

っ
て
小
市
を
な
す
ほ
ど
の
必
要
の
な
い
こ
と
も
あ
る
。
初
学
記
巻
二
四
市
第
十
五
に
、

相
語
新
論
日
、
扶
風
錦
亭
部
、
言
本
太
王
所
処
。
其
人
有
会
。
日
以
相
与
夜
市
。
如
不
為
期
、
則
有
重
災
害
。

と
あ
る
が
、

ζ

れ
は
定
期
市
が
夜
だ
け
聞
か
れ
た
例
で
あ
る
。
そ
う
し
た
市
は
も
ち
ろ
ん
常
設
市
の
補
助
的
性
格
を
も
っ
。

後
漢
書
巻
四
九
王
符
伝
に
見
え
る
後
漢
の
王
符
の
潜
夫
論
浮
修
篇
に
、

今
察
洛
陽
、
資
末
業
者
、
什
於
農
夫
。
虚
偽
務
手
、
什
於
末
業
。
是
則
一
夫
耕
百
人
食
之
、

之
天
下
百
郡
千
県
市
巴
万
数
。
類
皆
如
此
。

一
揖
桑
百
人
衣
之
、
以
一
奉
百
。
執
能
供

と
あ
る
。

ζ

乙
に
市
邑
と
あ
る
の
は
大
小
の
邑
に
市
が
備
わ
る
乙
と
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
市
に
は
巴
に
立
つ
会
市
U
定
期
市

が
含
ま
れ
ぬ
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
一
般
的
に
は
常
設
市
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
右
の
百
、
千
、
万
と
い
う
数
字
は
成
数
で
は
な
い



が
、
そ
れ
に
し
て
も
当
時
郡
市
に
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
市
が
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
よ
う
。

た
だ
し
、
商
業
は
市
よ
り
外
で
も
行
わ
れ
る
。
塩
鉄
論
水
早
第
三
十
六
に
、
塩
鉄
専
売
よ
り
ま
え
の
と
と
と
し
て
、

賢
良
目
、
卒
徒
工
匠
（
上
の
四
字
低
）
故
民
得
占
租
鼓
鋳
焚
塩
之
時
、
塩
与
五
穀
同
頁
、
器
和
利
而
中
用
。
：
：
：
家
人
相
て
父
子
裁

力
、
各
務
為
善
器
。
器
不
善
者
不
集
、
農
事
急
、
輪
運
街
之
肝
昭
之
問
。
民
相
与
市
買
、
得
以
財
貨
五
穀
新
弊
易
貨
、
或
時
貰
民
。
不

棄
作
業
、
置
田
器
各
得
所
欲
、
更
訴
省
約
。

と
あ
る
が
、
会
市
を
た
て
る
ほ
ど
の
必
要
の
な
い
場
合
、
農
村
で
道
路
の
傍
に
品
物
を
並
べ
て
売
る
と
い
っ
た
こ
と
も
屡
々
見
ら
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

武
威
出
土
王
杖
十
簡
は
漢
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
私
見
は
別
に
述
べ
る
ζ

と
と
す
る
が
、

そ
の
な
か

に
、
年
七
十
以
上
で
王
杖
を
も
つ
も
の
に
つ
い
て
、

制
詔
：
：
：
努
道
市
売
、
復
場
所
与
。

（

η）
 

と
あ
る
。
乙
れ
は
一
般
道
路
の
芳
で
物
品
を
売
っ
て
も
税
を
か
け
な
い
（
税
を
か
け
る
の
を
免
除
す
る
）
と
い
う
意
味
と
受
け
と
れ
る
。

こ
う
し
た
商
販
の
や
り
か
た
は
、

右
の
塩
欽
論
水
田
干
で
見
た
よ
う
な
形
の
も
の
を
含
む
け
れ
ど
も
、

一
般
に
は
市
に
お
い
て
（
坐
商
と

し
て
で
は
な
く
〉
道
芳
で
物
品
を
売
る
形
式
と
す
べ
く
、

そ
れ
は
店
舗
を
も
っ
買
と
は
違
っ
た
行
商
の
や
り
か
た
の
一
つ
で
あ
る
、
と
し

そ
れ
を
含
む
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
臨
時
的
な
市
の
場
合
、

て
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
右
は
商
売
を
本
業
と
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
農
民
な
ど
の
商
販
の
場
合
を
主
と
し
、
あ
わ
せ
て

（

時

）

日
時
は
一
応
不
定
と
い
う
と
と
に
な
ろ
う
の

第
五
節

域
外
の
市
と
後
代
の
草
市

い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
乙
ろ
か
ら
、
交
易
の
場
と
し
て
の
市
に
は
、
常
設
市
、
定
期
市
が
あ
り
、
単
な
る
交
易
の
場
と
し
て
は
、
定
期

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
二
五



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
二
六

市
に
も
及
ば
な
い
臨
時
に
道
路
な
ど
で
物
品
を
売
買
す
る
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
の
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

国
家
は
市
に
対
し
て
は
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
面
で
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
治
安
維
持
、
標
準
価
額

を
定
め
そ
れ
を
守
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
と
、

の
よ
う
な
統
制
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
面
は
と
く
に
域
内
の
常
設
市
で
は
強
か
っ
た
と
と
で

あ
ろ
う
が
、

そ
乙
で
は
交
易
の
時
聞
に
制
限
を
加
え
た
ζ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
は
、
商
行
為
と
く
に
そ
の
利
潤
に
対
す
る
徴
税
で
あ
る
。
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
武
帝
の
こ
ろ
商
頁
よ
り

外
の
中
家
以
上
の
も
の
も
亦
通
常
農
業
以
外
の
営
利
活
動
を
し
て
い
た
と
と
が
考
え
ら
れ
る
。
告
絹
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
そ
れ
は
衰
え
た

が
、
の
ち
そ
れ
は
再
び
盛
ん
に
な
っ
た
と
と
で
あ
ろ
う
。
商
業
利
潤
に
対
す
る
税
と
し
て
は
、
史
記
平
準
書
の
公
卿
の
上
言
（
さ
き
に
引

い
た
も
の
と
同
じ
上
言
）
の
う
ち
に
、

（
た
く
わ
え
る
）

凶
諸
買
人
末
作
、
貰
貸
売
（
売
は
漢
書
食
貨
志
下
に
よ
っ
て
補
う
）
買
居
邑
稽
（
稽
は
漢
書
食
貨
志
下
で
は
貯
積
と
な
っ
て
い
る
）

諸
物
、
及
商
以
取
利
者
、
難
無
市
籍
、
各
以
其
物
自
占
、
率
縄
銭
二
千
而
一
算
。

と
あ
り
、

買
人
有
市
籍
者
、
及
其
家
属
、
皆
無
得
籍
名
田
、
以
便
農
。
敢
犯
令
、
没
入
国
債
。

と
あ
る
。
ま
た
、

と
あ
り
、

同
諸
作
有
租
及
鋳
、
率
絹
銭
四
千
一
算
。

乙
の
「
諸
作
有
租
及
鋳
」
は
、
「
諸
作
有
占
租
煮
鋳
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
凶
、
倒
は
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
買
人
が
市
籍
に
付
け
ら
れ
た
坐
商
で
あ
る
こ
と
、
及
び
そ
う
し
た
買
人
を
含
み

商
行
為
に
よ
っ
て
利
潤
を
え
た
も
の
は
、
自
占
し
緒
銭
二
千
に
つ
い
て
一
算
の
割
で
税
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
わ
か
る
。
乙
の
買

人
よ
り
外
の
商
行
為
を
す
る
も
の
に
は
、
商
人
と
し
て
行
商
す
る
も
の
の
ほ
か
に
、
す
べ
て
の
人
び
と
（
農
民
を
含
む
）
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
と
う
し
た
面
か
ら
い
う
と
常
設
市
で
の
商
行
為
も
定
期
市
で
の
商
行
為
も
、
市
ら
し
い
も
の
の
な
い
と
と
ろ



で
の
商
行
為
に
も
変
り
は
な
い
。

な
お
、
右
の
絹
銭
は
商
工
の
営
利
行
為
に
つ
い
て
か
か
る
も
の
で
、

た
、
周
礼
家
宰
大
宰
の
九
賦
の
鄭
注
に
、

〈
前
略
）
玄
調
賦
、
口
率
出
銭
也
。
今
之
算
泉
。
民
或
調
之
賦
。
其
旧
名
与
。
：
：
：
若
今
賀
人
倍
失
。

と
あ
る
。
鄭
玄
の
乙
の
賦
を
人
頭
税
（
算
賦
）
と
す
る
理
解
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
後
漢
末
に
買
人
が
人
頭
税
を
倍
か

（

初

）

農
業
生
産
に
対
し
て
は
か
か
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま

け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
頁
人
が
市
籍
を
も
っ
乙
と
に
対
す
る
税
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
に
わ

か
に
断
定
し
が
た
い
が
、

そ
う
で
あ
る
と
す
る
推
定
は
成
立
の
可
能
性
が
十
分
あ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
商
税
徴
収
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
関
市
律
に
、

為
作
務
及
官
府
市
、
受
銭
必
杭
入
其
銭
栃
中
、
令
市
者
見
其
入
、
不
従
令
者
賞
一
甲
。

と
あ
る
。
乙
れ
は
個
人
で
物
品
を
作
り
売
る
も
の
と
官
府
で
物
品
を
作
り
売
る
も
の
と
の
場
合
、
代
価
の
銭
を
受
け
る
と
き
買
主
が
そ
の

銭
を
脱
出
・
に
入
れ
、
売
っ
た
者
に
そ
の
入
る
の
を
確
認
さ
せ
、

そ
れ
に
違
反
し
た
も
の
に
は
一
甲
を
出
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
内
容
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
果
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
、

と
れ
は
常
設
市
に
お
い
て
徴
税
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
が
厳
し
か
っ
た
と
い
う
と
と
に
な
る
。
右
に

は
商
人
で
市
に
お
い
て
売
買
す
る
も
の
は
出
て
い
な
い
が
、

そ
れ
も
当
然
何
ら
か
の
形
で
厳
重
に
徴
税
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て

利
潤
に
対
す
る
徴
税
が
厳
し
か
る
べ
き
と
と
を
か
か
げ
て
い
た
の
は
、

い
た
と
と
で
あ
ろ
う
。
漢
時
代
常
設
市
に
お
い
て
右
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
い
た
史
料
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
商
業

つ
ぎ
の
事
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
後
漢
書
巻
四
和
帝
紀
永
元
六
年

（
九
四
年
）
三
月
の
条
に
、

庚
寅
、
詔
、
流
民
所
過
郡
園
、
皆
実
菓
之
。
其
有
販
売
者
、
勿
出
租
税
。
又
欲
就
賎
還
帰
者
、
復
一
歳
田
租
更
賦
。

と
あ
る
。
そ
の
李
賢
注
に
、
「
漢
循
周
法
、
商
買
有
税
。
流
入
販
売
。
故
斡
免
之
u
」
と
あ
る
が
、
と
れ
は
流
民
で
生
活
の
た
め
細
々
と
し

た
商
い
を
す
る
も
の
に
対
し
て
も
、
本
来
な
ら
ば
そ
の
利
潤
に
対
し
課
税
す
る
建
前
で
あ
っ
た
の
を
自
ら
物
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
商

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一
二
七



漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

｝＼ 

工
の
利
潤
に
か
け
る
絹
銭
の
徴
収
成
功
の
度
合
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
晋
南
朝
に
あ
っ
て
は
、
商
行
為
に
対
す
る
税
に
佑
税
日
H
市
佑
税
と
市
調
（
そ
の
他
）
が
あ
る
が
、
佑
税
は
売
者
と
買
者
と

が
納
め
る
税
で
あ
る
。
乙
れ
は
売
買
に
よ
っ
て
利
益
が
生
ず
る
と
い
う
前
提
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
佑
税
は
市
に
お
い
て
納
め
る
こ
と
が

多
い
で
あ
ろ
う
が
、
関
（
津
）
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
生
じ
、

そ
の
た
め
関
市
の
佑
（
税
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
（
南
史
巻
七
十
七
沈

客
卿
伝
）
も
あ
っ
た
。
（
本
来
、

じ
た
が
、

関
は
検
査
を
す
る
に
し
て
も
税
を
と
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。

の
ち
関
津
で
通
行
税
を
と
る
と
と
が
生

右
の
闘
の
佑
税
は
恐
ら
く
そ
の
つ
ぎ
の
段
階
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
）

な
お
、
陳
書
巻
五
宣
帝
紀
太
建
十
一
年
（
五

七
九
年
）
十
二
月
の
条
に
、

己
己
、
詔
日
、
：
：
：
文
吏
姦
貧
、
妄
動
科
格
。
霊
以
旗
亭
関
市
税
飲
繁
多
。
：
：
：
逼
過
商
貝
、
営
謀
私
苔
。
：
：
：
市
佑
津
税
、
軍
令
国

章
、
更
須
詳
定
、
唯
務
平
允
。

と
あ
る
。
乙
の
「
旗
亭
関
市
」
の
税
は
「
市
佑
津
税
」
と
同
質
な
る
べ
き
で
あ
る
。
旗
亭
は
第
二
節
で
引
用
し
た
文
選
西
京
賦
の
六
臣
注

lと、
旗
亭
、
市
楼
也
。

と
あ
る
が
、
旗
亭
は
棲
を
も
っ
市
の
役
所
で
あ
る
。

乙
れ
は
長
安
城
中
に
あ
る
。

一
方
、
廟
記
倒
の
旗
亭
楼
は
社
門
大
道
の
南
に
あ
る
。

杜
門
は
長
安
城
の
南
出
東
頭
第
一
の
門
で
覆
丞
門
と
も
よ
ば
れ
る
。
こ
れ
は
長
安
城
の
城
円
で
あ
る
杜
門
を
通
る
大
道
で
域
外
の
南
の
部

分
に
あ
る
市
と
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
要
す
る
に
旗
亭
は
城
中
の
市
に
も
城
外
の
市
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
詔
の
場
合
、
旗

（
幻
）

亭
関
市
の
税
は
蓋
し
現
実
的
に
は
城
の
内
外
の
市
と
関
（
津
）
と
に
お
け
る
市
佑
税
、
並
に
関
津
の
通
行
税
の
と
と
で
あ
ろ
う
。

論
を
進
め
よ
う
。
商
行
為
は
現
実
に
城
内
の
常
設
市
と
い
っ
た
と
と
ろ
に
お
い
て
だ
け
行
わ
れ
る
わ
け
で
な
い
。
乙
れ
は
す
で
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
、
唐
時
代
に
は
原
則
と
し
て
都
市
の
城
内
に
限
っ
て
市
が
存
在
す
る
。

つ
ま
り
、
市
は
県
治
以
上
の
都
会
に

だ
け
設
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
加
藤
繁
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
商
業
は
州
治
県
治
だ
け
で
行
わ
れ
る
も
の
で
な
く
、

そ
れ
よ



り
下
の
小
都
会
又
は
村
落
で
も
、
規
模
に
大
小
の
差
こ
そ
あ
れ
行
わ
れ
た
筈
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
市
以
外
の
名
称
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る

（

m）
 

商
業
地
域
が
あ
る
。
唐
（
宋
）
時
代
に
あ
っ
て
は
草
市
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
の
草
市
は
悉
く
州
日
開
城
の
外
に
あ
る
が
、
州
県
治
の
城

垣
に
近
く
存
在
す
る
場
合
と
城
垣
か
ら
遠
一
く
離
れ
て
存
在
す
る
場
合
と
あ
っ
た
。

乙
う
し
た
草
市
の
起
源
で
あ
る
が
、
す
で
に
漢
時
代
域
外
に
常
設
市
、
定
期
市
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
乙
れ
が
迄
か
な
源
流
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
間
生
活
の
必
要
上
、
域
内
、
域
外
を
問
わ
ず
市
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
者
の
市
が
唐
時
代
の
市
と

な
り
、
後
者
が
草
市
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
水
経
注
巻
三
二
肥
水
に
、

又
西
運
石
橋
門
北
。
亦
日
草
市
円
。
外
有
石
梁
渡
北

洲
。
洲
上
有
西
昌
寺
。
：
：
：
肥
水
又
左
納
有
限
演
。
漬
水
自
梨
襲
分
水
。
引
漬
寿
春
城
北
。
運
有
限
門
右
、
北
入
城
。

と
あ
っ
て
、
寿
春
の
城
門
の
一
つ
に
草
市
門
と
い
う
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
と
の
名
は
門
外
に
草
市
が
有
っ
た
た
め
に
生
じ

た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
世
の
書
で
あ
る
が
、
太
平
室
字
記
巻
九

O
昇
州
上
元
県
に
、

古
建
康
県
。
初
置
在
宣
陽
門
内
。
晋
成
和
三
年
会
三
八
年
）
．
蘇
峻
作
乱
、
焼
蓋
。
遂
移
入
苑
城
。
成
和
六
年
（
三

域
為
宮
、
乃
徒
出
宣
陽
門
外
御
街
西
。
今
建
初
寺
門
路
束
。
是
時
有
七
部
尉
O
i
－
－
－
南
尉
在
草
市
北
。

と
あ
っ
て
、
晋
の
成
和
中
、
苑
城
を
宮
闘
と
為
し
た
と
き
、
域
外
に
七
尉
を
置
い
て
い
た
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
南
尉
は
草
市
の
北
に
在

肥
水
又
西
、

分
為
二
水
。

右
即
肥
之
故
漬
。

逼
為
船
官
湖
。
：
：
：
肥
水
左
漬
、

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
と
れ
は
東
晋
の
時
草
市
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
乙
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
草
市
と

い
う
名
称
は
六
朝
の
こ
と
を
述
べ
た
史
料
に
見
え
る
が
最
も
早
い
よ
う
で
あ
る
。

註

（
1
）
拙
稿
、
「
漢
の
長
安
城
に
つ
い
て
」
（
古
代
文
化
二
八
l
一
一
）
・
「
漠
時
代
の
賎
民
、
賎
人
、
土
伍
、
商
人
」
（
東
洋
史
論
集
七
）
・
「
渓
時
代
の
算

賦
を
め
ぐ
っ
て
」
（
三
上
次
男
博
士
鎖
寿
記
念
論
集
）
・
「
前
漢
の
財
政
に
つ
い
て
」
（
東
洋
史
論
集
一

O
）
・
「
決
時
代
の
縮
銭
を
め
ぐ
っ
て
」
（
東
洋

学
報
六
三
l
三
・
四
）
・
「
均
輸
法
を
め
ぐ
っ
て
」
（
古
代
文
化
三
五
｜
一
ニ
）
・
「
七
科
識
を
め
ぐ
っ
て
」
（
東
洋
史
論
集
一
一
〉
参
照
。

漢
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

九



渓
時
代
の
市
を
め
ぐ
っ
て

一三

O

ハ
2
）
前
掲
、
「
漢
の
長
安
城
に
つ
い
て
」
参
照
。

〈3
）
佐
藤
武
敏
氏
、
『
長
安
』
参
照
。

（4
）
伊
藤
清
造
氏
、
「
漢
長
安
都
城
考
（
ニ
）
」
（
考
古
学
雑
誌
二
九
｜
九
〉
参
照
。

（
5
）
字
都
宮
清
吉
氏
、
『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
第
四
章
「
西
漢
の
首
都
長
安
」
（
一
五
四
｜
吾
恩
参
照
。

（6
）
前
掲
、
『
長
安
』
参
照
。

〈
7
）
古
賀
登
氏
、
『
漠
長
安
城
と
肝
陪
・
県
郷
亭
皇
制
度
』
第
一
章
第
一
節
「
漢
の
長
安
城
に
つ
い
て
」
参
照
。

（8
〉
鎌
田
重
雄
氏
、
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
第
二
篤
第
五
章
コ
ニ
輔
」
参
照
。

（
9
）
前
掲
、
『
長
安
』
参
照
。

〈
叩
）
吉
田
光
邦
氏
、
「
索
描
｜
漢
代
の
都
市
」
（
東
方
学
報
四
七
）
参
照
。

（
日
）
前
掲
、
「
漠
時
代
の
賎
民
、
賎
人
、
士
伍
、
商
人
」
・
「
漠
時
代
の
縞
銭
を
め
ぐ
っ
て
」
・
「
七
科
諮
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

ま
た
、
紙
屋
正
和
氏
、
「
前
漢
時
代
の
商
貿
と
縛
銭
令
」
〈
福
岡
大
学
人
文
論
議
二
ー
－

c
・
美
川
修
一
氏
、
「
漢
代
の
市
籍
に
つ
い
て
」
（
古
代
学

一五
l
一
ニ
）
・
山
田
勝
芳
氏
、
「
中
国
古
代
の
商
人
と
市
籍
」
〈
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
』
〉
参
照
。

〈
ロ
）
前
掲
、
『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
第
九
章
「
偉
約
研
究
」
参
照
。

（
日
）
と
の
上
言
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
「
漢
時
代
の
絹
銭
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

〈
U
）
唐
長
靖
氏
、
「
南
朝
的
屯
、
現
別
霊
及
山
沢
佑
領
」
（
歴
史
研
究
一
九
五
回
｜
一
ニ
）
参
照
。

〈
お
）
拙
稿
、
「
一
漢
貌
晋
南
朝
の
郷
・
亭
・
皇
」
〈
東
洋
学
報
五
三

l
一
〉
参
照
。

〈
時
）
大
庭
傍
氏
、
『
秦
漢
法
制
史
研
究
』
第
四
篇
第
一
章
「
前
漢
の
将
軍
」
参
照
。

（
げ
）
滋
賀
秀
三
氏
、
「
武
威
出
土
玉
杖
十
筒
の
解
釈
と
漢
令
の
形
態
｜
｜
大
庭
倫
氏
の
論
考
を
読
み
て
｜
｜
」
（
国
家
学
会
雑
誌
九
O
l三
・
四
）
参
照
。

（
M
）
市
の
形
態
、
そ
乙
に
お
け
る
商
人
の
あ
り
か
た
な
ど
に
つ
い
て
は
、
劉
士
山
逮
氏
・
余
徳
章
氏
・
劉
文
恭
氏
、
『
四
川
漢
代
画
家
碍
与
漢
代
社
会
』

－
渡
部
武
氏
、
「
漢
代
の
画
像
に
見
え
る
市
」
〈
東
海
史
学
一
八
）
参
照
。

（
四
）
・
（
却
）
前
掲
、
「
漢
時
代
の
縄
銭
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

（
幻
）
拙
著
、
『
貌
晋
南
朝
の
人
と
社
会
』
第
六
章
「
梁
の
武
帝
と
貨
幣
流
通
」
参
照
。

〈
辺
）
加
藤
繁
氏
、
『
支
那
経
済
史
考
証
上
巻
』
「
唐
宋
時
代
の
市
」
参
照
。


